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はじめに

学校徴収金…校納金…呼び方は色々あります。

そして、学校徴収金は、ほとんどの学校に存在しているはずです。

皆さんの中でも、学校徴収金の事務に、校務分掌上関わっている方、何気なく関わっ

ている方、そして全く関わっていない方と様々いらっしゃると思います。

ここ数年、本県のみならず、この学校徴収金の私的流用が新聞を賑わすことは、しば

しばです。本県では平成１６年３月２９日付け教第７５８号県教育長通知により、義務

教育諸学校でも適正な学校徴収金の取扱いを行うよう、地教委を通じて通知されており

ます。

では、学校徴収金とは何でしょうか？

学校徴収金とは、公費以外の一切の私費を指し、学校が教育活動のため校長の承

認のもとに児童生徒の保護者から徴収する経費である。各私費会計は、保護者が学

校の教育活動に対しての信託により徴収され、それぞれの目的、事業、人的組織、

会計の基本原則が定められ適時適正な運営がされなければならない。

＜「教育法規大辞典」より抜粋＞

学校徴収金の管理と取扱いは、教育活動の充実・発展に寄与し、包括的に校長（学校）

に信託されているものであり、学校はこの保護者負担に応じるために最大限の努力を負

う責務があります。そのため、学校は総合的な観点に立って学校徴収金の適正且つ効率

的な執行を図るとともに、公費に準じた会計処理を行い、保護者に対して充分な説明及

び報告を行う必要があると考えます。都道府県によっては、県教委等から取扱いの細目

までを規定した通知により事務処理を行っているところもあります。

さて、多賀城市立小中学校事務職員会では、校内の学校徴収金の取り扱いをなお一層

適切な処理に変更するための研究を小中学校で該当する契約事務も含めて平成１８年度

から進めてきました。

そんな矢先、平成１８年度後半に一部の学校で取り扱っている金融機関から、「現金取

扱いが複雑多岐であるため、行内の負担が大きい。今後の学校徴収金の取り扱いを検討

したい。」との申し出があり、現金保管が出来ない以上、学校として最大限の努力をしな

ければならない事態となりました。その努力とは、なるべく金融機関に負担をかけない

取扱い方法を考えることでした。

これが「学校徴収金の取扱い通帳の一本化」です。

結局、金融機関の問題については、年度末になり継続の目途が立ったため、学校では

大きな変更もなく次年度を迎えることになりました。しかしながら、現在の社会情勢等

から金融機関の統廃合、人員削減、経営方針の転換等が進んでいる今、どの市町村でも

あり得る現実問題だと思います。我々は、この経験を踏まえ、通帳の一本化と契約事務

について、より力を入れて研究を進めてまいりました。

この研究発表が、各校の学校徴収金会計処理のスリム化や効率化、契約における事務

処理や要綱等の整備の一助となることを。そして今後、様々な不測の事態にも、慌てる

ことなく迅速に対応できるよう、学校事務のエキスパートである我々事務職員の活躍に

よって、学校が円滑により良く運営されることを願っています。

多賀城市立小中学校事務職員会一同
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Ⅰ 学校徴収金 



 

「学校徴収金 通帳一本化によるメリット・デメリット」 

  

【メリット】   

① 通帳の冊数が減る。 

② 通帳の管理が徹底できる。（金庫へ） 

③ 校長異動による名義変更が容易。 

④ 徴収金の集中管理ができる。 

⑤ 学校内での出納事務の統一化ができる。 

⑥ 伝票をたくさん作っておくことができる。 

⑦ 全体の流れを把握しやすい。 

⑧ 複数の目で確認できるため、間違い等を確認できる。 

⑨ 先生方の負担が軽減される。（通帳管理しなくていい・業者への支払い事務が減る） 

⑩ 金融機関からのクレームが減る。 

⑪ 金融機関への窓口の一本化。 

⑫ 業者への支払い遅延が少なくなる。 

⑬ 主要業者への支払い窓口の一本化ができる。 

 

 

【デメリット】 

① 出納員の多忙化（若年層職員・大規模校は負担が増大） 

② 現金（通帳）の管理の責任の所在があいまいである。（出納員が全体の徴収金を管理？） 

③ 出納員不在時の事務の遅延。 

④ 収入・支出までに時間がかかる。（決裁の必要性） 

⑤ 会計担当者が残金の把握をしづらい。→出納員をあてにする。 

⑥ 出納員が支出項目の内容が妥当であるかまで確認する余裕がない。 

⑦ 支払日に、払い戻しが殺到する。（支出伺のないものは処理しない・支出会計の確認） 

⑧ 会計担当者が手元に通帳がない状態できちんと会計簿をつけることができるか。 

⑨ 会計担当者が手元に通帳がない状態できちんと残高把握できるか。 

⑩ 収入伺・支出伺の保管について、各会計が保管するとなると、出納員には書類が残らない？ 

⑪ 出納員と会計担当者との調整が必要となるが（転出入精算や集金計画など）時間がもてるか。 
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＊出納簿→出納員が作成　　　　　会計簿→会計担当者が作成　　

誰が？ 何を？ 誰が？ 何を？

担当 予算書作成 担当 物品購入

↓ ＊校長決裁 ↓ ↑

担当 保護者へ通知　集金計画 会計担当 支出伺・出金伝票作成

↓ ＊現金により集金 ↓

会計担当 収入伺・入金伝票作成 事　務 支出伺の決裁

↓ 教　頭 出金伝票の確認

事　務 収入伺の決裁 校　長

教　頭 入金伝票の確認 ↓

校　長 　　　 通帳から出金

↓ 出納簿へ記入

収入伺（決裁済）・伝票・ 支出伺・現金を会計へ

現金を出納員へ ↓

↓ 業者に支払い

通帳へ入金 支出伺をもとに、会計簿へ

出納簿へ記入 記入・整理

収入伺を会計へ ↓

↓ 監査員 監査

収入伺をもとに、会計簿へ ↓

記入・整理 会計担当 決算報告

＊　決済用通帳をつくる。

＊　収入伺・支出伺に、「現在残額」　「差引残額」の欄を入れ、出納員が確認し記入する。

＊　未納者の管理（把握、督促等）は、会計担当者。出納員は、現金の出入金のみ。

＊　校内での処理を確認しておく。

　　　たとえば・・・

　　　各伺書の決裁は取扱日の前日まで→取扱日当日午前中に銀行へ（入金現金は当日朝に出納員へ）

　　　→取扱日午後に各会計へ　　　

　　　取扱日は、月２回とする（曜日を決める）等

＊　主要業者への学校一括振込（振込手数料は業者負担）も可能（現金事故減少）

＊　現金の受け渡しの際、封筒に受領印をもらう等、工夫が必要である。

＜収入の部＞ ＜支出の部＞

学校徴収金　フローチャート

2

出納員

会計担当

会計担当

出納員

会計担当



宮城市立楽天小学校 学校徴収金会計事務取扱要綱

（目的）
第１条 この要綱は、宮城市立楽天小学校（以下、「楽天小学校」とする。）の学校徴収金及び団体徴収

金の会計事務に関し必要なことを定めることにより、当該会計の透明性及び正確性を確保し、当該会
計事務を適正かつ効率的に遂行することをもって、公明な学校運営に責することを目的とする。

（保護者の負担軽減）
第２条 校長は学校教育法第６条等に規定される、義務教育費無償の原則を踏まえ、学校徴収金の種類・

金額の決定にあたっては、保護者の負担軽減に努めなければならない。

（会計の種類）
第３条 学校徴収金は、次に掲げる要件を満たさなければならないものとする。

一 教育活動のために徴収するもの。
二 学校又は学年又は学級等、一定の教育活動集団を徴収単位としたもの。
三 定額を保護者から徴収するもの。
四 指名委員会の承認を受けて、校長の決裁を得たもの。

（学校徴収金会計の担当者）
第４条 校長は学校徴収金の会計事務を掌理及び総括する。

２ 教頭は校長を補佐し、学校徴収金会計の収納・支出の審査を行う。
３ 事務職員は、学校徴収金会計の収納・支出の審査を行う。

また、各会計担当者に対して指導・助言を行う。
４ 会計担当者は校長が指定し、担当会計の事務処理にあたる。

（指名委員会）
第５条 校長は学校徴収金会計の適正な管理、運営を期するため指名委員会を設置する。

２ 指名委員会については別にこれを定める。

（会計諸帳簿等）
第６条 会計事務処理にあたっては、次に掲げる会計書類及び帳簿を備えなければならない。

一 予算書
二 徴収金台帳
三 出納簿
四 会計簿
五 施行伺
六 収入伺
七 支出伺
八 決算書
九 金融機関の預貯金通帳（校長名義）
十 事務引継書
十一 その他必要な会計書類及び帳簿

（予算の編成と通知）
第７条 予算は各会計担当者が予算書を作成し、指名委員会の承認、校長の決裁を得て保護者へ通知す

る。

（予算の執行）
第８条 予算の執行は、教頭及び事務職員の審査を経て校長の決裁を得て行うものとする。

また、必要に応じて当該予算執行に関する他の教職員を経由するものとする。

３



（会計執行の適正管理）
第９条 校長は学校徴収金を適正に管理するため、次に定める事項を実施する。

一 集金した現金は、速やかに預入する。
二 預貯金通帳名義は校長とし、決済用通帳とする。
三 収入にあたっては、収入伺書等により、徴収金台帳及び出納簿を整理する。
四 支出にあたっては、支出伺書を作成し、決裁後に支出する。
五 支出後は支出伺書に領収書等を添付し、会計簿及び出納簿を整理する。
六 債権者からの請求書を受理した日から速やかに代金を支払いする。

（政府契約の支払遅延防止等に関する法律に抵触しないように遵守する事）

（契約）
第１０条 １件１０万円以上の契約をする場合は、施行伺を作成し、２社以上から見積書を徴した上で、指名

委員会での協議を要するものとする。
２ 契約等の規程については別にこれを定める。

（検査・監査）
第１１条 校長、教頭及び事務職員は毎学期末に各会計の収支状況を検査する。

２ 会計監査は学期末に教頭、事務職員等の他に保護者代表で行い、その結果を校長へ報告する。
３ 監査規程については別にこれを定める。

（決算）
第１２条 会計担当者は会計を終了するにあたって、第６条に定める会計諸帳簿等を整理し、第１１条の会計

監査を受け、担当会計を確定させるものとする。
２ 年度末監査終了後は決算報告書を作成し、保護者へ報告する。

（事務引継）
第１３条 会計担当者が異動するときは、速やかにその担当会計に係る第６条に定める会計諸帳簿等につい

て前任者、後任者がそれぞれ署名捺印の上、第６条に定める事務引継書により、事務の引継ぎを行
う。

（保存年限）
第１４条 第６条に定める会計諸帳簿等の保存年限は５年とする。

（団体費の会計事務の取扱）
第１５条 団体費の会計事務の取扱いについては、校長が当該団体の長から会計事務を委託されたときは、

教職員のうちから担当職員を指定して行うことができる。
２ 団体費の会計事務については、当該団体の規程等に基づき、団体の意志を十分尊重した会計事

務に努めるものとする。
３ 団体費の検査、監査に関しては、当該団体の規約等の定めるところとする。

附則 この要綱は平成２１年４月１日から施行する。

４



宮城市立楽天小学校指名委員会運営規程

（目的）
第１条 この規程は、宮城市立楽天小学校（以下、「楽天小学校」という）徴収金会計事務取扱要綱第５条

の規定に基づき、楽天小学校の学校徴収金に関して必要なことを定め、学校徴収金会計の適正な管
理、運営を図ることを目的とする。

（組織）
第２条 この委員会は楽天小学校指名委員会（以下、「指名委員会」という）と称し、次の職員で構成し、次の

業務を行う。
一 校長・・・・・指名委員会を総括する。
二 教頭・・・・・校長を補佐する。
三 事務職員・・・会計担当者との協議、調整、指導及び助言等を行う。
四 教務主任・・・指名委員会の運営に関する事務を行う。
五 学年主任・・・学年、学級の取りまとめを行う。
六 各部主任・・・教科、領域等の取りまとめを行う。

（会議及び業務）
第３条 指名委員会は次の事項に定める事務及び協議を行う。

会議は次にあげる場合に開催する。また、教材・学用品の指定や見直しを行う場合等必要に応じて
随時開催する。
一 学校徴収金計画の審査及び承認。
二 楽天小学校学校徴収金会計事務取扱要綱第１０条による契約の審査及び承認。
三 教材及び学用品の決定。
四 教材及び学用品業者の指定。
五 教材・学用品の決定においては、必要に応じて保護者代表と協議する。
六 その他、指名委員会の目的達成に必要な事項。

（承認事項の周知）
第４条 指名委員会で承認された事項については、職員会議等で他の教職員に周知する。

なお、周知の方法については、任意とする。

（保護者への通知）
第５条 指名委員会で決定した事項で、新たに保護者の経費負担となる場合等は、適宜通知文等で通知す

ること。なお、その通知文の様式については任意とする。

附則 この規程は平成２１年４月１日から施行する。

５



宮城市立楽天小学校業者選定契約事務取扱規程

（目的）
第１条 この規程は、宮城市立楽天小学校（以下、「楽天小学校」という）徴収金会計事務取扱要綱第１０

条の規程に基づき、業者選定契約事務に関して必要なことを定め、適正な管理、運営を図ることを目
的とする。

（施行伺・仕様書の作成）
第２条 学年部会等で、施行内容について学年主任のもと、旅行の日程・行程・宿泊場所の希望・輸送手段

その他について検討し、施行伺及び仕様書を作成する。

（指名委員会の開催）
第３条 第２条により作成した施行伺をもとに、指名業者等を選定する楽天小学校指名委員会を開催する。

指名委員会については、楽天小学校、学校徴収金会計事務取扱要綱第５条等による。
なお、選定する業者は １契約当たり１０万円以上の場合は、２社以上とする。
また、指名委員会開催後に委員各人より施行伺に決裁を受ける。

（仕様説明）
第４条 指名委員会により選定した業者に対し、指名通知及び仕様説明をする。

（見積書提出・落札決定）
第５条 指名した業者から見積書の提出を受け、指名委員会を再招集し、正式に落札業者を決定する。

なお、校長は、落札決定した業者の見積書右上に落札決定印（認印）を押印する。

（落札決定連絡等）
第6条 落札決定業者に対し、落札した旨の連絡及び契約締結の連絡をする。

また、落札できなかった業者に対しても連絡する。

（契約の締結）
第7条 契約書を２部作成し、学校・落札決定業者それぞれ１部ずつを保管する。

（契約保証金）
第8条 契約保証金は、免除とする。

（契約不履行）
第９条 契約書に記載された内容を学校側もしくは業者側がこれを破った場合は、契約は不履行となり、再

度入札を行うものとする。業者に過失がある場合は、再度入札を行う際、指名業者から外すことができ
る。

附則 この規程については、平成２１年４月１日から施行する。

６



宮城市立楽天小学校監査規程

（目的）
第１条 この規程は、宮城市立楽天小学校学校徴収金事務取扱要綱（以下「要綱」とする。）第１１

条に基づき、学校徴収金及び団体徴収金の会計事務の状況を明確にし、その適否及び改善を
要する事項を報告することによって、金銭出納の適正を図ることを目的とする。

（監査員の指定）
第２条 校長は、監査を実施する場合、監査員を指名する。

（監査の時期）
第３条 監査は、学期毎若しくは年度毎に行う。また、校長が必要と認めた場合は、随時行うこと

ができる。

（証拠書類・帳簿）
第４条 監査は、書類監査及び実地監査とする。

２ 書類監査は、要綱第６条に規程する帳簿に基づき行う。また、監査員は監査時に随時必要
書類の提出を求めることができる。

（監査の対象）
第５条 監査は、次に掲げる事項について行う。

一 収入及び出納に関すること。
二 支出及び支払いに関すること。
三 予算に関すること。
四 現金の出納の有無及び保管に関すること。
五 物品の購入、管理及び処分に関すること。
六 会計簿及び関係書類の整理に関すること。
七 会計担当者の事務引き継ぎに関すること。
八 その他 特に必要と認めること。

（監査の報告）
第６条 監査員は、監査を行う上で必要であると認めたときは、会計担当者等に対し、口頭又は書

類をもって説明を求めることができる。
２ 監査員は、監査において重要事項を認めたときは、直ちにこれを校長に報告し、その指示

を受けなければならない。
３ 監査員は、監査の結果に基づいて会計担当者に対し、適切な指導を行わなければならない。

（結果の取扱）
第７条 監査員は、監査を終えたときは、速やかに校長に文書又は口頭で報告しなければならない。

２ 会計担当者は、本規程第６条第３項により指導を受けた場合は、直ちに必要な措置をとり、
校長にその結果を報告しなければならない。

附則 この規程は平成２１年４月１日から施行する。

７



　宮城市立楽天小学校

収入

項　　目 金　　　額

教材費 317,720

計 317,720

支出

項　　目 金　　　額

教材費 317,720 国語・算数ワークテスト、学習ノート等

計 317,720

差引残額　　一金　　　　　　　　　　　　　　　　　０円

（　単位　：　円　）

備　　　　　　　考

５２人×６，１１０円

平成２１年度　　　第１学年教材費　予算書

記

収入総額　　一金　　　　　　　　　　　３１７，７２０円

支出総額　　一金　　　　　　　　　　　３１７，７２０円

8

（　単位　：　円　）

備　　　　　　　考



ＮＯ 氏名 月日 金額 月日 金額 月日 金額 月日 金額 備考

1 Ａ 6/16 6,110

2 Ｂ 6/16 6,110

3 Ｃ 6/16 6,110

4 Ｄ 6/16 6,110

5 Ｅ 6/16 6,110

6 Ｆ 6/30 1,680 7/7 1,950 9/7 1,120 11/15 1,360

7 Ｇ 6/16 6,110

8 Ｈ 11/15 3,000 12/12 3,110

9 Ｉ 6/16 6,110

10 Ｊ 6/16 6,110 7/31 -2,480 ７／３１転出

11 Ｋ 6/16 6,110

12 Ｌ 6/16 6,110

13 Ｍ 6/16 6,110

14 Ｎ 6/16 6,110

15 Ｏ 6/16 6,110

16 Ｐ 6/16 6,110

17 Ｑ 6/16 6,110

18 Ｒ 6/16 6,110

19 Ｓ 6/16 6,110

20 Ｔ 6/16 6,110

21 Ｕ 6/16 6,110 12/24 -840 １２／２４転出

22 Ｖ 6/16 6,110

23 Ｗ 6/16 6,110

24 Ｘ 6/16 6,110

25 Ｙ 6/16 6,110

26 Ｚ 11/15 2,480 １０／１転入

27

28

29

30

総　計

クラス計 147,690 1,740 1,120 1,360 151,910

１　年　１　組

平成２１年度　　第１学年教材費徴収金台帳       (名票使用可・変更可）

9



年

月 日

5 10 ２学年 教材費 338,400 338,400

5 24 １－１ 学級費 48,000 386,400

5 24 ２－１ 学級費 57,600 444,000

5 24 ２－２ 学級費 57,600 501,600

5 26 ２－２ 学級費 3,280 498,320

5 31 ２－１ 学級費 500 497,820

5 31 ２－２ 学級費 2,125 495,695

6 9 ２－１ 学級費 1,226 494,469

6 9 ２－２ 学級費 630 493,839

6 16 １－２ 学級費 49,920 543,759

6 16 １学年 教材費 305,500 849,259

6 16 ２学年 教材費 2,000 851,259

6 30 １学年 教材費 1,680 852,939

7 7 １学年 教材費 1,950 854,889

7 7 ２学年 教材費 30,640 885,529

7 7 ２－２ 学級費 13,116 872,413

7 13 １－１ 学級費 15,897 856,516

7 13 １－２ 学級費 13,226 843,290

7 13 １学年 教材費 74,460 768,830

7 14 １学年 教材費 110,670 658,160

7 14 ２－１ 学級費 11,419 646,741

7 14 ２学年 教材費 257,400 389,341

7 14 １－２ 学級費 3,287 386,054

7 20 １－１ 学級費 1,920 387,974

10

出納簿

収入金額 支払金額 差引残高摘　　　　　要



年

月 日

１学年　教材費会計

収入金額 支払金額 差引残高摘　　　　　要
月 日

6 16 ４～３月分教材費 6,110円×50人 305,500 1 305,500

6 30 ４・５月分教材費 1,680円×1人 1,680 2 307,180

7 7 ６・７月分教材費 1,950円×1人 1,950 3 309,130

7 13 教材支払い 1,460円×51人 74,460 1 234,670

7 14 からすこ文具支払い 2 170円×51人 110 670 2 124 0007 14 からすこ文具支払い 2,170円×51人 110,670 2 124,000

7 31 転出者返金 -2,480 4 121,520

9 7 ８・９月分教材費 1,120円×1人 1,120 5 122,640

11 15 １０～３月分教材費 1,360円×1人 1,360 6 124,000

11 17 転入生１０～３月分教材費 2,480円× 1 人 2,480 7 126,480

11 21 ４～３月分教材費 3,000円× 1 人 3,000 8 129,48011 21 ４ ３月分教材費 3,000円× 1 人 3,000 8 129,480

12 12 ４～３月分教材費 3,110円× 1 人 3,110 9 132,590

12 14 教材支払い 1,640円×52人 85,280 3 47,310

12 14 １学期未納者分 3,630円× 1 人 3,630 4 43,680

12 24 転出者返金 840円× 1 人 -840 10 42,840

2 24 からすこ文具支払い 550円×51人 28,050 5 14,7902 24 からすこ文具支払い 550円 51人 28,050 5 14,790

3 7 くらっち教材社支払い 290円×51人 14,790 6 0

316,880 316,880 0

11



校長 教頭 事務 №　１

平成　２１年　　６月　１６日　　　

平成２１年度

☑　　１　年学年教材費 □　　学級費　　　　年　　　組
□　　　　年旅行積立 □　　給食費　　　

宮城市立楽天小学校
職・氏名　教諭　中村　紀洋　印

　下記の件について、収入してよろしいか伺います。

１．収入額

百万 十万 万 千 百 十 一

￥ 3 0 5 5 0 0

　

円

円

6,110 305,500

（未納２名）

下記の収入について承認する。

平成２１年　６ 月１６ 日

収　　入  　伺

記

摘　要 件　数 金　額 合　計

12

今回収入額

現 　在　 額

305,500

305,500

金　額

２．内　訳　　　　　☑下記のとおり　　　　□別紙のとおり

収　　入 50



校長 教頭 事務 №　1

平成　２１年　　７月　１３日　　　

平成２１年度

☑　　１　年学年教材費 □　　学級費　　　　年　　　組
□　　　　年旅行積立 □　　給食費　　　

宮城市立楽天小学校
職・氏名　教諭　中村　紀洋　印

　下記の件について、支出してよろしいか伺います。

１．支出額

百万 十万 万 千 百 十 一

￥ 7 4 4 6 0

数　量

51

51

　 ※　　支出後は、領収書を必ず貼付のこと。

円

円

円

下記の支出について承認する。

平成　２１年　　７月　１３日

あさがお・ひかるいろのなかまたち

記

２．内　訳　　　　　☑下記のとおり（記入または納品書・請求書貼付）　　　　□別紙のとおり

項　目

ひらがなの練習・算数ステップ

支 　 出  　伺

金　額

からすこ文具

支出先金　額単　価

650 33,150

13

くらっち教材

現 在 残 額 234,670

前 回 残 額 309,130

今回支出額 74,460

810 41,310



領収書貼付

請求書貼付

納品書貼付

14



　宮城市立楽天小学校

収入

項　　目 金　　　額

教材費 305,500

教材費 3,630

教材費 2,480

教材費 5,270

計 316,880

支出

項　　目 金　　　額

教材費 316,880 国語・算数ワークテスト、学習ノート等

計 316,880

平成２１年度　　　第１学年教材費　決算書

記

収入総額　　一金　　　　　　　　　　　３１６，８８０円

支出総額　　一金　　　　　　　　　　　３１６，８８０円

　１人×２，４８０円（１０／１転入）

15

差引残額　　一金　　　　　　　　　　　　　　　　　０円

（　単位　：　円　）

備　　　　　　　考

５0人×６，１１０円

　１人×３，６３０円（７／３１転出）

（　単位　：　円　）

備　　　　　　　考

　１人×５，２７０円（１２／２４転出）



事 務 引 継 書

宮城市立楽天小学校長 殿

平成２２年 ３月３１日

引 継 者 教諭 中村 紀洋 印

引 受 者 教諭 小坂 誠 印

下記のとおり、事務引継をしました。

記

１ 会計名 第１学年教材費

（１） 会計簿

（２） 各種伺書綴り

（３） 領収書綴り

（４） その他

１６



転入にかかる学校徴収金について

２１年１０月　１日転入

１年　　１組　　氏名　　　Ｚ

学級費 ９６０　円 （月１６０円） ９６０　円

教材費 ２，４８０　円 ２，４８０　円

合計 ３，７６０　円

教材費内訳

教科 金額

算数 １，１４０　円

集　　　金　　　額　　　　　３，７６０　　　　円

教材名

17

転入後に必要な金額　　　　金　　　　　額

テスト、算数ステップ

テスト、漢字の学習、カタカナのおけい
こ、あのねノート

１，３４０　円国語

上記により平成　　　年　　　月　　　日まで納入願います



転出にかかる学校徴収金の精算について

２１年１２月２４日転出

１年　　１組　　氏名　　Ｕ

学級費 １，９２０　円 （月１６０円） １，４４０　円

教材費 ６，１１０　円 ５，２７０　円

合計 ８，０３０　円 ６，７１０　円

集　　　金　　　額 ８，０３０　円

転出までの金額 ６，７１０　円

返　　　金　　　額 １，３２０　円

学校長　　殿

金　　　　　　　　　　　　　１，３２０　　　円

ただし転出にかかる学校集金の返金として

年　　月　　　日　上記正に領収いたしました

印

18

領　　　　収　　　　書

　　　　　　　　　年　　　組　氏名

転出までに使った金額年　間　集　金　額

　　　　　　　　　　　　　保護者名



 

 

Ⅱ 契約事務 



修学旅行契約 フローチャート

年月日（例）

施行伺・仕様書の作成 平成２１年１０月２９日

↓

指名委員会で見積依頼業者を決定 平成２１年１０月２９日

↓

業者へ見積書を依頼 平成２１年１０月３０日

平成２１年１１月１９日まで見積提出

↓

指名委員会で契約業者決定 平成２１年１１月２６日

↓

決定通知 平成２１年１１月２７日

↓

契約書による契約締結 平成２１年１２月１０日

↓

契約の履行（修学旅行へ） 平成２２年９月１６日～

平成２２年９月１７日

↓

支払い

学校で考えられる契約事務について

・修学旅行

・野外活動の貸切バス

・遠足の貸切バス

・卒業アルバム など

１９



平成 ２１ 年度 会計名 平成２２年度 修学旅行経費

決 校 長 教 頭 事務職員 教務主任 指 名 委 員

裁

平成２１年１０月２９日

施 行 伺

職・氏名 教諭 岩隈 久志 印

下記により施行してよろしいか伺います。

１ 事業名（施行目的） 平成２２年度修学旅行

２ 施 行 内 容 平成２２年度修学旅行業務取扱業者選定

３ 施行期間（期日） 平成２２年９月１６日(木)～平成２２年９月１７日(金)

４ 施 行 場 所 宮城立楽天小学校～福島県会津若松・喜多方方面

５ 予 算 額 修学旅行費用１人あたり １３，０００ 円

６ 契 約 方 法 入札

７ 付 記 事 項 別紙、仕様書のとおり

なお、指名予定業者は次のとおりです。

① Ａ社

② Ｂ社

③ Ｃ社 以上 ３社

２０



平成２２年度修学旅行仕様書

平成２２年度宮城市楽天小学校の修学旅行については、次のとおりの仕様とする。

１ 日 程 平成２２年 ９月１６日～平成２２年９月１７日（１泊２日）

２ 目 的 地 福島県会津若松・喜多方方面

３ 主な輸送手段 行 ９月１６日 学 校～福島県・会津若松（貸切バス）

帰 ９月１７日 福島県・喜多方～学 校 （貸切バス）

４ 希 望 宿 泊 先 １日目（９／１６）福島県会津若松市 ホテル○○

５ 行 程 詳 細 １日目（９／１６）
学校発（貸切バス）～福島県会津若松（貸切バス）～ホテル

２日目（９／１７）
ホテル発（貸切バス）～福島県喜多方市（貸切バス）～学校

６ 選 定 要 件 業者選定については、次の必須事項を重視する
① 保護者経費負担の軽減から、旅行代金を極力抑えたい
② 宿泊するホテルは、会津若松市「ホテル○○」とする
③ 宿泊するホテルが「ホテル○○」以外の場合は、下記のことを

留意する
・会津若松市内での自主研修活動に対応できる場所であるか。
・本校での貸切利用ができること。
・一部屋の人数はグループの人数（５～６名）
・安全面（火災・窓からの落下等）についての配慮。
・食物アレルギー児童への対応ができること。
・お風呂の使用方法や時間を配慮できること。
・ホテルのランクが明確であること。

④ 行き帰りの交通手段は貸切バスとする
・会社名、乗車人数、どのような仕様のバスであるか。
・貸切バスを当日のシャトルバスとして利用する事の可否。

⑤ キャンセルが起きた場合の対応について明確であること
・台風その他災害で当日全面キャンセルする場合。
・児童の個人的な理由で不参加の場合。
・児童の起因する器物破損の事故が生じた場合。

⑥ その他
・貴社の修学旅行扱い数は何校。
・当日の添乗員の有無及び人数。

７ 旅 行 人 数 児童 男 ３７名 女 ３５名 引率教員５名 計７７名

８ 見積提出期限 平成２１年１１月１９日（月）午後３時まで

宮城市立楽天小学校
担当 教諭 岩隈 久志
電話 １２３－４５６７

２１



楽 天 小第 号
平成 ２１年１０月２９日

Ａ社 御中

宮城市立楽天小学校
校 長 野村 克也

平成２２年度修学旅行取扱業務に係る見積書の提出について（依頼）

日頃 本校教育活動にご支援・ご協力を賜り誠にありがとうございます。

さて、標記業務について、貴社に見積をご依頼したいと存じますので、別紙仕様書を

ご覧になり、下記のとおり見積書の提出をお願いいたします。

記

１ 見積書提出期限 平成２１年１１月１９日（水）午後３時まで

２ 落 札 条 件 仕様書に記載した選定要件等を総合的に判断致します。

したがって、最低価格者が落札者になるわけではありません。

３ そ の 他 見積書の提出をご辞退される場合は、辞退届（様式任意）を

ご提出ください。

宮城市立楽天小学校
担当 教諭 岩隈 久志
電話 １２３－４５６７
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見積決定

ご旅行代金見積書 野村

提出日 平成２１年１１月１９日

宮城市立楽天小学校 様

Ａ社

この度は、当社をご利用いただきまして誠にありがとうございます。下記のとおりお見積もりいたします。

団体名 宮城市立楽天小学校 様

参加人員 児童 ７２名 引率 ５名 合計 ７７名

旅行期間 平成 22 年 9 月 16 日（木）～ 9 月 17 日（金） 1 泊 2 日

ご旅行先 福島県 会津若松・喜多方 方面

ご旅程 別紙ご旅程表のとおり

合計 ９１９，０００ 円

ご旅行代金

児童お一人様当り １２，０００ 円

引率お一人様当り １１，０００ 円

摘 要 ご旅行代金に含まれるもの

別紙明細書のとおり

＊当日は、貸切大型バス 54 名乗り（正座席 45 名＋補助席 9 名）運行予定。

＊バスガイドは乗務致します。

＊当日は、添乗員が同行致します（営業担当者）

＊自主研修時、携帯電話の貸し出し（無料）を行います。（通話料別）

ご旅行代金に含まれないもの

＊写真代

＊自主研修時の食事代・見学料及び体験料

◎キャンセル時の対応

・天災での旅行中止が決定した場合、延期であればキャンセル料はかかりません。

・児童の個人的な理由でキャンセルした場合、頭割りしている料金の部分はその

都度計算させていただきます。

・児童に起因する器物破損事故が起きた場合は、ホテルと協議の上、別途ご請求

が生じる場合もございます。

＊当社旅行業約款に基づき、利用する運送機関の運賃・料金が改定された場合には、ご旅行代金を変更させていただくことがあります。
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ご旅程表

提出日 平成２１年１１月１９日

宮城市立楽天小学校 様

Ａ社

参加人員 児童 ７２名 引率 ５名 合計 ７７名

旅行期間 平成 22 年 9 月 16 日（木）～ 9 月 17 日（金） 1 泊 2 日

ご旅行先 福島県 会津若松・喜多方 方面

目次 月 日 行 程 食事条件

① ９月１６日 ７：３０発

（木） 学校＝＝仙台北ＩＣ＝＝＜東部道路・南部道路＞＝＝＜東北道＞＝ 朝：×

８：３０～８：４５ 昼：各自

＝国見ＳＡ（休憩）＝＝＜東北道・磐越道＞＝＝磐梯河東ＩＣ＝＝ 夜：○

１０：１５～

鶴ケ城（写真撮影・解散）～～会津若松自主研修（自由昼食）～～

～１５：３０集合 １５：５０～１６：４５ １７：００頃

福島県立博物館（集合）＝＝飯盛山（見学・買物）＝＝（宿泊）

＊自主研修時、貸切バスはシャトルバスとしてご利用いただけます。

② ９月１７日 ８：００発 ９：３０～１３：００

（金） ホテル＝＝＜一般道＞＝＝～～喜多方市内自主研修（自由昼食） 朝：○

１５：００～１５：１５ 昼：各自

～～＝＝会津若松ＩＣ＝＝＜磐越道・東北道＞＝＝国見ＳＡ（休憩） 夜：×

＝＝＜東北道＞＝＝仙台南ＩＣ＝＝＜南部道路・東部道路＞＝＝仙

１７：００頃

台港北ＩＣ＝＝学校

＊自主研修時、貸切バスはシャトルバスとしてご利用いただけます。

記入例：バス＝＝＝ 航空機→→→ 徒歩・・・・

このご旅程は運輸機関のダイヤ改正及び各地の道路状況により多少時間が変更になる場合があります。予めご了承ください。
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明細書

団体名 宮城市立楽天小学校

旅行期間 平成 22 年 9 月 16 日（木）～ 9 月 17 日（金） 1 泊 2 日

参加人員 児童 ７２名 引率 ５名 合計 ７７名

ご旅行先 福島県 会津若松・喜多方 方面

項 目 単価 数量 金額 備考

①交通費 児童@5000 引率@5000

貸切バス代 165,000 2 330,000 貸切大型バス（バスガイド付き）

通行料 27,500 2 55,000 特大車料金

②宿泊料 児童@5800 引率@5900

ホテル○○ 5,800 72 417,600 児童

5,900 5 29,500 引率

③諸経費 児童@1200 引率@100

旅行傷害保険 100 77 7,700 お一人様 200 万円まで補償

乗務員経費 9,600 3 28,800 28,800 ÷ 72 ＝ 400
添乗員経費 21,600 1 21,600 21,600 ÷ 72 ＝ 300
取扱手数料 400 72 28,800

合 計（①～③） 919,000
児童 お一人様当り 12,000
引率 お一人様当り 11,000
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業者指名委員会－資料

平成２１年１１月１９日

宮城市立楽天小学校

１ 修学旅行

業者 経費 宿泊 日程 その他

児童 保険： 100 円

12,000 円(税込) ○○ 9 月 16 日

Ａ バス代 （木） 乗務員経費：

社 ４５席＋９(補助席) 5,800 円 ～ 400 円

4,285 円 9 月 17 日 添乗員経費：

＋有料道路料金 （金） 300 円

＊シャトルバス可 取扱手数料：

400 円

＊携帯電話貸出無

料（通話料別途）

児童 保険： 302 円

12,500 円(税込) ○○ 9 月 14 日

Ｂ バス代 （火） 乗務員経費：

社 ４５席＋９(補助席) 6,000 円 ～ 389 円

4,300 円 9 月 15 日 添乗員経費：

＋有料道路料金 （水） 208 円

＊シャトルバス可 取扱手数料：

337 円

＊携帯電話 15 台

250 円

児童 9 月 9 日 保険： 300 円

12,800 円(税込) ○○ （木）

Ｃ バス代 ～ 乗務員経費：

社 ４５席＋９(補助席) 6,000 円 9 月 10 日 379 円

4,400 円 （金） 添乗員経費：

＋有料道路料金 9 月 16 日 240 円

＊シャトルバス可 ×× （木） 取扱手数料：

～ 388 円

6,500 円 9 月 17 日 ＊携帯電話 15 台

（金） 379 円
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楽天小 第 号
平成２１年１１月２７日

Ａ社 御中

宮城市立楽天小学校
校 長 野村 克也

平成２２年度修学旅行取扱業務に係る業者決定について（通知）

標記業務について、本校指名委員会等で協議した結果、貴社に業務をお願いする事が決定

しましたので、ご連絡いたします。なお、契約書を取り交わしますので、下記によりご来校

くださるよう、よろしくお願いいたします。

記

１ 日 時 平成２１年１２月１０日（金） １５時～

２ 契 約 場 所 宮城市立楽天小学校 校長室

３ 持 参 物 契約書用紙２部（貴社の社判及び代表者印が押印されてあるもの。）

契約書の様式が無い場合は、本校担当までご連絡ください。

契約期間は、平成２２年４月１日から平成２２年１２月２２日ま

でとなります。作成の際、ご注意願います。

宮城市立楽天小学校
担当 教諭 岩隈 久志
電話 １２３－４５６７
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楽天小 第 号
平成２１年１１月２７日

Ｂ社 御中

宮城市立楽天小学校
校 長 野村 克也

平成２２年度修学旅行取扱業務係る業者選定結果について

標記業務について、本校指名委員会等で協議した結果、誠に申し訳ございませんが貴社は

取扱業者として採用されませんでしたので、お知らせします。

今後も、本校の教育推進にご協力をいただきますよう、よろしくお願いします。

宮城市立楽天小学校
担当 教諭 岩隈 久志
電話 １２３－４５６７
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業務委託契約書

業務の名称 平成２２年度宮城市立楽天小学校修学旅行取扱業務

契約期間 平成２２年 ４月 １日から

平成２２年１２月２２日まで

委託金額 １２，０００円（児童１名あたり・税込み）福島市会津若松・喜多方市方面

契約保証金 免除

宮城市立楽天小学校（以下「甲」という。）とＡ社（以下「乙」という。）とは、平成２

２年度宮城市立楽天小学校修学旅行取扱業務について、次の条項により契約を締結する。

（総則）

第１条 乙は、別紙仕様書により、頭書の契約期間に仕様書に記載された委託業務を行うも

のとする。

（委託業務の調査等）

第２条 甲は必要に応じ、委託業務の処理状況等について、調査を行い、また、乙に報告を

求めるとともに、その業務の実施について、必要な指示をすることができるものとする。

（秘密の保持）

第３条 乙は、委託業務上知り得た秘密を他に漏らしてはいけない。と共に、個人情報の漏

洩等には最善の注意を払うこと。

（契約の解除）

第４条 甲は、乙が契約不履行又は不正行為、その他重大な過失があると認められたときは、

この契約を解除することができるものとする。また、その間に生じた諸経費等については、

乙に全ての責任の所在があるものとする。

（その他）

第５条 この契約に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、その都度甲乙協議して

決めるものとする。

この契約を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を所持する。

平成２１年 １２月 １０日

甲 住 所 宮城県宮城市楽天１２

氏 名 宮城市立楽天小学校

校 長 野村 克也

乙 住 所

氏 名
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（質問者） 

発表ありがとうございました。ドラマ、楽しめました。 

 私は出納員をやっていたことがあります。その時、支出伺の前に購入伺を出してもら

っていました。この発表の中に購入伺は出てきませんでしたが、購入伺をたてたらよい

のではないでしょうか。また、金融機関はお客様へ対して一方的に学校徴収金の取扱い

をやめたいと言えるのでしょうか。それから、集金回数を減らしたとありましたが、一

回あたりの集金額が増えるのにあたって未納者対策はどのように行っていますか。 

 

（回答） 

・ 事務処理が煩雑になり、教員からの反感も発生する。金額が大きいものについて

は、購入伺をたてるようにしていきたい。今回は契約事務について研修した。 

・ 私達が金融機関を選ぶのが自由なのと同様に、金融機関もお客様を選ぶのは自由

という支店長さんからの回答。支店長さんの考えと地道な交渉が大切。 

・ 未納者対策は特にしていない。未納者は回数を増やしても減らしても変わらなか

った。 

 

（質問者） 

 予算委員会を設置してはどうか。本校では予算委員会を設置してあり、教材備品、教

材費について話し合いをしています。また会計取扱要綱には施行伺も入っています。行

事の時の市費の執行の仕方についても説明しています。取扱要綱第四条に監査規程まで

明記してはどうですか。 

 事務職員が学校経営に参画するということでは、十分参画していると思います。 

 

 （回答） 

・ 予算委員会の設置については検討していきたい。 

・ 第四条については、会計の審査に関わった職員は監査委員になれないので明記し

ていない。 

 

（講評） 

宮城県仙台教育事務所 総務班 久光主幹 

 多賀城市で起きた問題のように何か困難にぶつかった時、現状の問題も洗い出されま

す。通帳の数を減らしたり、入金回数を減らしたりして事務処理が効率よくできるよう

になったのではないでしょうか。契約事務についてはとても参考になりました。 

 

宮城県仙台教育事務所 総務班 高沢次長 

 各学校で定めている会計の取扱規程について、そのとおりに処理されているか確認し

てください。契約事務を進める際、指名委員会等での話し合いの記録をとり、校長決裁

をもらっておくことが必要です。 




